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門真市生活保護行政対策本部規程 

 

（設置） 

第１条 本市における生活保護行政を適正に執行するに当たり、生活保護制度を取り巻く状況につ

いて、市全体の共通の課題認識に立ち、社会保障制度全般を含めた抜本的な制度改革に向けた取

組、生活保護行政に係る適切な業務執行体制の確保、不正受給や不当要求等への組織横断的な対

応を行うため、門真市生活保護行政対策本部（以下「対策本部」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 生活保護行政の抜本的改革に向けた取組に関すること。 

(２) 業務執行体制のあり方の検討に関すること。 

(３) 生活保護行政の適正実施並びに貧困ビジネス、不正受給及び不当要求等に対する対処方法

等に関すること。 

(４) 自立支援施策の強化に関すること。 

(５) 生活保護行政に対する市民の信頼確保に向けた方策の検討に関すること。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、生活保護行政の分析及び改善に係る事項に関すること。 

（組織） 

第３条 対策本部は、本部長、副本部長及び委員をもって構成する。 

２ 本部長は保健福祉部を担当する副市長の職にある者とし、副本部長は他の副市長の職にある者

とする。 

３ 委員は、次の表に掲げる職にある者とする。 

  

企画財政部長、総務部長、市民文化部長、保健福祉部長、教育委員会事務局教育部長 

（職務） 

第４条 本部長は、対策本部を総括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 対策本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。 

２ 対策本部の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

（適正化推進委員会の設置） 
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第６条 対策本部の円滑な運営のため、対策本部に適正化推進委員会（以下「適正化委員会」とい

う。）を置く。 

２ 適正化委員会は、対策本部から指示された事項を検討するとともに、保護課に対して、生活保

護行政の適正執行に向けた助言等を行う。 

３ 適正化委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 

４ 委員長は、保健福祉部次長の職にある者とし、副委員長は企画財政部次長の職にある者とする。 

５ 適正化委員会の委員は、次の表に掲げる職にある者とする。 

  

市民文化部次長、教育委員会事務局教育部次長 

６ 委員長は、適正化委員会を総括する。 

７ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

８ 適正化委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

９ 委員長は、必要に応じて適正化委員会における協議事項を対策本部に報告しなければならない。 

（関係者の出席等） 

第７条 本部長が必要と認めるときは、対策本部及び適正化委員会に委員以外の者の出席を求め、

説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

一部改正〔平成25年門真市庁達２号〕 

（報告） 

第８条 本部長は、必要に応じて対策本部における協議事項を市長に報告しなければならない。 

（庶務） 

第９条 対策本部及び適正化委員会の庶務は、保健福祉部保護課において行う。 

一部改正〔平成23年門真市庁達17号・25年２号・26年６号・令和２年２号〕 

（細目） 

第10条 この規程に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。 

附 則 

この規程は、令達の日から施行する。 


